
航空・鉄道事故等調査

事故等の発生

事実調査等

報告書公表
国土交通大臣等
への勧告・建議

事業者等

国土交通大臣

報告

通報
通報

関係者又は学識経験者からの

意見聴取会

委員会議決

委員会審議

事故原因関係者からの意見聴取

・ 情報収集

・ 試験研究

・ 必要に応じて専門委員の任命

・ 解析

報告書のとりまとめ

国土交通大臣への
報告書提出

航空・鉄道事故

調査委員会
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航空・鉄道事故調査における調査の流れ（例）

航空・鉄道事故調査委員会の事故調査と都道府県警察が行う犯罪
捜査が同時に行われる場合、下記に例示するような形で、相互に
協力、調整して、調査等を進めている。

刑事訴訟法に基づく
関係物件の押収

（警察）

犯罪捜査

例：フライトレコーダ、ボイスレコーダの発見と解析

重大事故発生

実況見分（検証）
（警察）

現場物件の検査
（委員会）

※ 実況見分等を行う場
合、先立ち実施日時、
範囲、方法等を協議

※ 実施中も必要に応じ
双方の責任者が協議

※ それぞれの行う実況
見分及び検査には、相
互に立会人として参加
させることも可能

鑑定嘱託

フライトレコーダ、ボイスレ
コーダの解析

鑑定結果
（航空事故調査報告書をもって回答）

事故調査
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監察医制度の概要について 

 

１ 監察医制度の概要 

① 監察医制度の目的 

○ 監察制度は、死因不明の死体を検案又は解剖して死因を明らかにすることに

より、公衆衛生の向上等に資することを目的とする制度である。（犯罪捜査を

目的とした制度ではない。） 

② 監察医の業務内容 

○ 監察医は、死体解剖保存法に基づき、死因の明らかでない死体について、以

下の業務を行う。 

ア 死体の検案を行うこと 

イ 検案によっても死因の判明しない場合に解剖を行うこと（遺族の同意は不

要） 

③ 監察医を置くべき地域 

東京２３区内、横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市（設置主体は都府県であ

り、自治事務） 

④ 監察医による検案・解剖の対象 

○ 法律上、伝染病、中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因が

明らかでない死体が検案・解剖の対象。 

 

２ 監察医制度創設の経緯 

○ 監察医制度は、飢餓、栄養失調、伝染病等により死亡が続出していた終戦直

後において、これらの死因が適切に把握されず対策にも科学性が欠けてため、

公衆衛生の向上を目的として、連合軍総司令部（ＧＨＱ）が、国内の主要都市

に監察医を置くことを日本政府に命令したことにより、昭和２２年に創設され

た。 

注：制度発足当初は、福岡市及び京都市にも置かれていた。 
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医
師

法
第

二
十

一
条

医
師
は
、
死
体
又

は
妊

娠
４

月
以

上
の
死
産
児
を

検
案
し
て
異
状
が

あ
る

と
認

め
た

と
き
は
、

2
4
時

間
以
内
に
所

轄
警

察
署

に
届

け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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異
状
死
の
届
出
と
検
案
・
解
剖
等
と
の
関
係
に
つ
い
て

死
亡

の
原

因
は

、
診

療
に
係

る
傷

病
と
関

連
し
た
も
の

か
？

は
い

死
亡
者
は
傷
病
で
診
療
継
続
中
で
あ
っ
た
患
者
か
？

死
体

を
検

案
し
て
、
異

状
が

あ
る
と
認

め
ら
れ

る
か

？

い
い
え

い
い
え

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、

死
亡
診
断
書
を
発
行

は
い

24
時
間
以
内
に
所
管
警
察
署
に
届
出

（
医
師
法
第
２
１
条
）

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、
死
体
検
案
書
を
発
行

は
い

い
い
え

検
視

（
刑
事
訴
訟
法
第
２
２
９
条
）

・
検
察
官
が
行
う
（
司
法
警
察
員
が
行
う
場
合
も
あ
る
。
）

・
立

ち
会

い
医
師

か
ら
の

意
見
聴

取
、
家

族
や
発

見
者

等
関

係
者

か
ら
の
事
情
聴
取
、
身
体
等
の
撮
影
及
び
記
録
指
紋
の
採
取

等
が
で
き
る
（
検
視

規
則

第
６
条
）
。
た
だ
し
、
解
剖

は
で
き
な
い
。

明
ら
か
な
犯
罪
死
、

ま
た
そ
の

疑
い
の

あ
る
も
の

非
犯
罪
死

捜
査

段
階

で
の

検
証

・
実

況
見

分
（
刑
事
訴
訟
法
第

21
8,

22
2,

12
9,

19
7条

）
・
検

察
官

、
検
察

事
務

官
、
司
法

警
察

職
員

が
行

う
。

・
身
体
の

撮
影
及

び
記

録
、
指
紋

採
取

等
が
で
き
る
。

捜
査

段
階

で
の

鑑
定

（
刑

事
訴

訟
法

第
22

5,
22

3,
16

8条
）

・
捜
査
機

関
か
ら
鑑

定
嘱

託
さ
れ

た
医

師
が

行
う
。

・
裁

判
所

の
発
付

し
た
鑑
定

処
分

許
可

状
に
基
づ
き
死

体
解

剖
が

で
き
る
。

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、

死
体
検
案
書
を
発
行

司
法

解
剖

（
各
大
学
の
法
医

学
教
室
で
行
う
）

医
師
に
よ
る
検
案

監
察
医
制
度
の
あ
る
地
域

監
察
医
に
よ
る
検
案
・
解
剖

（
死
体
解
剖
保
存
法
第
８
条
）

監
察

医
制

度
の

な
い
地

域
医
師
に
よ
る
検
案

（
警
察
医
・
一
般
臨
床
医
）

な
お
、
死

体
解

剖
保

存
法

第
２
条

に
定

め
る
医

師
は

解
剖

も
で
き
る
。

行
政
解
剖

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、

死
体
検
案
書
を
発
行

明
ら
か

な
犯

罪
死

の
場

合

犯
罪
死
の
疑
い
の
あ
る
場
合
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